
 

船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成３０年８月２５日 １５時４０分ごろ 

発生場所 広島県江田島
え た じ ま

市沖
おき

野
の

島北方沖 

 鹿
かの

川
かわ

港シーバース灯から真方位１８０°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０９.９′ 東経１３２°２６.０′） 

事故の概要 プレジャーボート S
エス

.ueda
ウ エ ダ

は、後進中、船尾部の梯子
は し ご

から乗り込も

うとした浮体の搭乗者が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年１１月２９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート S.ueda、６.４トン 

 ２７０－４８２３７広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

浮体搭乗者 

 負傷者 重傷 １人（浮体搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波高 約０.６～１.０ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人４人を乗せ、浮体搭乗者１人

が乗った‘バナナボートと称する浮体’（以下「本件浮体」という。）

をえい
．．

航して遊走中、船長が、浮体搭乗者が落水したことに気付き、

微速力で後進し、浮体搭乗者に接近したところ、船尾部の梯子から乗

り込もうとした浮体搭乗者の両足がプロペラ翼に接触し、両下腿
たい

挫創

を負った。 

浮体搭乗者は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析  

 

 本船は、落水した浮体搭乗者を乗り込ませる際、船長が微速力後進

にしてプロペラ翼を回転させた状態で浮体搭乗者に接近したことか

ら、船尾部の梯子から乗り込もうとした浮体搭乗者の両足がプロペラ

翼に接触し、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、落水した浮体搭乗者を乗り込ませる際、船長が

微速力後進にしてプロペラ翼を回転させた状態で浮体搭乗者に接近し

たため、船尾部の梯子から乗り込もうとした浮体搭乗者の両足がプロ

ペラ翼に接触したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・プレジャーボートの船長は、船尾部の梯子から浮体搭乗者を乗り

込ませる際、主機を停止してプロペラが回転していないことを確



 

認した上、プロペラから離れた場所から乗り込ませること。 

 ・浮体の搭乗者は、救命胴衣を着用すること。 

 


